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Ⅰ　法人の概要 （平成21年５月１日現在）

１　基本的情報

（１）法人名 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学

（２）所在地 山形県米沢市通町六丁目15番１号

（３）設立団体 山形県

（４）設立認可年月日 平成21年４月１日

（５）設立登記年月日 平成21年４月１日

（６）沿革
　昭和２７年４月　米沢女子短期大学家政科・被服別科　開学　
　昭和３１年４月　国語科開設　
　昭和３８年４月　県立に移管承継
　昭和４５年４月　山形県立米沢女子短期大学と名称変更。家政科を家政学科、国語科を国語国文学科に名称変更

　　昭和５１年４月　家政学科被服別科廃止。家政学科に家政専攻と食物専攻を開設
　昭和５９年４月　英語英文学科、日本史学科開設
　平成　６年４月　社会情報学科、健康栄養学科開設（食物専攻を改組）
　平成　７年３月　家政学科廃止
　平成２１年４月　公立大学法人化

（７）法人の基本的な目標
　地方独立行政法人法に基づき、短期大学を設置し、及び管理することにより、豊かな教養に裏付けられた専門的な知識と技能を身に
付け、着実に社会を支える女性の人材を育成するとともに、地域に根差した短期大学として真理の探究と知の創造に努め、もって地域
ひいては社会全体の持続的な発展に寄与することを目的とする。

（８）法人の業務
① 大学を設置し、これを運営すること。
② 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行う

こと。
③ 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実績その他の法人

以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
④ 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
⑤ 大学における教育研究の成果の普及及び活用を通じ、地域社会に貢献すること。
⑥ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
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２　組織・人員情報

（１）組織 別紙運営組織図のとおり

（２）役員
　役員の定数は、公立大学法人山形県立米沢女子短期大学定款第８条に定めるところにより、また、役員の任期については、第12条に
定めるところによる。

～ 山形県立米沢女子短期大学学長

～ 山形県立米沢女子短期大学学生部長

～ 山形県立米沢女子短期大学図書館長

～ 山形県立米沢女子短期大学事務局長

～ 米沢信用金庫理事長

～ 東京大学大学院法学政治学研究科教授

～ 公認会計士

～ 弁護士

（３）教員数

（４）職員数

42

事務局長 1 1

合計

0

41

H26H25

プロパー 0 0

計

14

14

13

理 事

理 事

理 事

草 苅 信 博

理 事

理 事

理 事 長

役　職

恵 子遠 藤

嶋 崎 伸 一

馬 場 重 行

氏　　名

種 村 信 次

H25H21

河 上 正 二

五 十 嵐 正 明

山 上 朗

平成22年4月1日 平成24年3月31日

区分

平成22年4月1日

監 事

平成21年4月1日監 事

17

H22 H23 H24

正 職 員

教　授

准教授

助　教

助　手

15

16

0

3 3

17

講　師 7 5

職　　業　　等

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

任　　　　　　期

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成21年4月1日 平成23年3月31日

平成23年3月31日

平成24年3月31日

H26

県 派 遣

区分 H21 H22 H23 H24

合計 27 27

臨時・非常勤職員 12 13

13

正職員
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３　審議機関情報

（１）経営審議会

～ 理事長

～ 理事

～ 理事

～ 理事

～ 理事

～ 理事

～ (有)地域環境デザイン研究所所長

～ 米沢商工会議所女性会監事

（２）教育研究審議会

～ 学長

～ 理事

～ 理事

～ 理事

～ 総務会議長

～ 自己評価改善・
ＳＤＦＤ委員長

～ 山形大学工学部長

～ 会津大学短期大学部教授

馬 場 重 行

河 上 正 二

河 上 正 二

宮 原 博 通

嶋 崎 伸 一

氏　　名

古 畑 敬 子

遠 藤 恵 子

遠 藤 恵 子

嶋 崎 伸 一

馬 場 重 行

草 苅 信 博

種 村 信 次

氏　　名 職　　業　　等

任　　　　　　期 職　　業　　等

平成22年4月1日

平成22年4月1日

平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成21年4月1日 平成23年3月31日

平成21年4月1日 平成23年3月31日

任　　　　　　期

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

平成22年4月1日

平成22年4月1日 平成24年3月31日

吉 田 歓 平成22年4月1日 平成24年3月31日

薗 部 寿 樹

平成21年4月1日 平成23年3月31日

好 弘

安 江 俊 二

大 場 平成21年4月1日 平成23年3月31日
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４　学生に関する情報 　　

（１）定員数及び在籍者数 左欄：在籍学生数（人）　右欄：定員充足率（％）

（２）学科別出身地別学生数

置賜地域

村山地域

最上地域

庄内地域

計
率

（%）

326 48.4

163

24

58

１年 ２年

674 100

348

150176 55 26 41 17 11県　　外 73 36 38 18 11

5 6 4 327 4 3 4 8 26 13 4

4 0 3 1 121 1 4 2 12 4

17 18 13 8418 11 16 21 13 79 20 16

9 4 18 13 58 1039 3 14 6 45 14

26 45 31 186 51.6県　　内 42 25 23 43 29 162 51 33

59 67 62 42 33661 61 61 40 338 106

日本史 社会 健康 小計国文 英文 日本史 社会 健康 小計 国文 英文

(0.0) (0.0) (0.0)

(0.0)

合計 580 671 (115.6) 674 (116.2) (0.0)

(0.0) (0.0) (0.0)健康栄養学科 80 86 (107.5) 82 (102.5)

(0.0) (0.0)123 (123.0) 124 (124.0) (0.0)

(0.0) (0.0)日 本 史 学 科 100 136 (136.0) 128 (128.0) (0.0)

(0.0) (0.0)

(0.0)

英語英文学科 100 114 (114.0) 120 (120.0) (0.0)

(0.0) (0.0) (0.0)

(0.0)

(0.0)

社会情報学科 100

4

13

総　　数 115

H25 H26

国語国文学科 200 212 (106.0) 221 (110.5)

区分 定員 H21 H22 H23 H24

(0.0)
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公立大学法人山形県立米沢女子短期大学　運営組織図
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Ⅱ　全体評価

１　業務の実施状況について

（１）はじめに
　本業務実績報告書は、山形県立米沢女子短期大学が平成21年度から公立大学法人に移行したことに伴い、地方独立行政法人法第28条
第１項の規定に基づき、各事業年度における業務の実績について、山形県公立大学法人評価委員会の評価を受けるため、平成22年度の
業務実績について自己評価を行った結果を取りまとめたものである。

（２）業務の全体的な実施状況
　全体的な実施状況は、７８項目にわたる平成22年度計画達成目標中、

（Ｓ評価）年度計画を上回って実施している項目 ・・・　８項目（10.2%）
（Ａ評価）年度計画を十分に実施している項目 ・・・６８項目（87.2%）
（Ｂ評価）年度計画を十分には実施していない項目 ・・・　２項目（ 2.6%）
（Ｃ評価）年度計画を実施していない項目 ・・・　０項目（ 0.0%）

という結果であった。
　評定がＡ以上となった項目は７６項目（97.4%）であり、全体として概ね年度計画どおりの取組みが行われ、一定の成果を上げる
ことができたと考えられる。

（３）業務運営にあたって
① 法人への移行2年目にあたり、昨年度、定款をはじめ様々な法人の各種規程を制定し構築した運営の基盤をより強固なものとする
ため、理事長を筆頭に、学内外の理事を中心とした効果的な組織運営体制のもと、業務運営に取り組んできた。その中心的役割を
果たす審議機関である「経営審議会」及び「教育研究審議会」は各5回開催され、教員の任期に関する規定や教員選考基準の一部改
正、平成23年度予算などの重要な事項の審議を行った。

② 全教職員が一体となり、中期目標及び中期計画に基づく年度計画の実現に努めた。年度計画の実行及び進行管理について、各学科
において主体的に取り組み、大学の運営や教育研究に関する事項を調査・検討するために設置された次の８常設委員会においても所
掌事務に係る協議や事業を活発に行った。
　【自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会、入試委員会、教務委員会、学生委員会、キャリア支援委員会、図書館情報委員会、倫理委員

会、ハラスメント防止対策委員会】
③ 教職員だけに留まらず、学生の意見を受け止め、経営や教育研究施策に反映させる試みも行った。

学生の自由闊達な意見を広く集める「学生の声」アンケートを前期・後期の２回実施したほか、理事長・理事等と学生との「意見
交換会」を開催するなどし、学生の意見を学内環境及び運営改善に結び付けた。
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（４）主な業務の取組み
①　教育研究等の質の向上
〈教育・研究〉
・教育課程や教育方法等に係る計画遂行については、各学科ごとに主体的に取り組むとともに、昨年度に引き続き、学生の声をフィ
　ードバックするため前期末・後期末の全科目を対象とした「授業評価アンケート」、全学科の教員も参加しての授業改善ワーク
　ショップなどに取り組み、大学全体として教育内容の充実を図るよう心掛けた。
・ゼミや総合教養講座などを活用し、学生の課題探求能力育成を図るなど、教育の質の向上に努めた。
・設備面においても、講義に必要な機器類の点検・整備を全学規模で実施し、円滑かつ効果的な講義・実習の実施を図った。
・研究成果については、学会誌や公開講座、講演会等を通し広く社会に発信し、県民や社会への貢献を図った。

〈学生の確保・支援〉
・長期休暇期間に学生を出身高校に派遣する「学生特使」、教員による東北６県と新潟県全地区の高校訪問、年２回のオープンキャ
　ンパス開催、ホームページにおける適時適切な情報発信など、本学のアドミッション・ポリシーへの理解を深め、より多くの入学
　志願者を得るための様々な取組みを積極的に行った。今後とも継続して実施していく計画である。
・キャリア支援関連では、ジョブサポーターを配置し人的体制を強化した。就職率向上のための各種講座などの開催、随時、人事担
　当者を誘致して大学見学を行うなど、本学の良さを直に体験してもらう企画を実施するとともに、本年度は、初めて人事担当者を
　大学に招いての面接を実施し、学生の採用に結び付けた。また、編入学希望者が多いという本学の特性に対応するべく、編入学率
　100%を目指した面接訓練、模擬問題学習、対策講座などの充実した支援メニューを展開した。
・また、学習面の支援として、導入教育の実施やオフィスアワー制度の充実を図った。また、スクールバスの運行便数の増加を図り、
　学生の利便性の向上を図った。

〈地域貢献〉
・開かれた高等教育機関としての本学の使命を果たすべく、例年実施している生活文化研究所主体の公開講座の開催はもとより、
　地元置賜地域の高校から受講生を受入れる高大連携事業や、学生が主体となり地域の小学生と交流を深める「こども大学」などを
　実施し好評を博した。
・また、図書館の土曜日開館を実施し、学生・教職員の利用とともに地域の方々の利用に供した。

②　業務運営の改善及び効率化
・自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会を中心に、教員の研修制度について、サバティカル研修に関する規定の整備を図った。
・ＡＥＤ研修会やハラスメント防止講習会など多様性に富むテーマのＳＤＦＤ研修会を年2回実施し、教職員として必要な資質能力

の向上に努めた。
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③ 財務内容の改善
・契約方法・内容の見直しを行い、経費の節減に努めるとともに、省エネ・リサイクルに関する研修を開催し、職員
　の意識高揚を図った。
・外部資金獲得の拡充等を戦略的に推進している「山形大学研究プロジェクト推進室」に文部科学省から出向している
　教授を講師に招いて、資金獲得のためのノウハウを学ぶ研修会を開催した。

④ 自己点検、評価及び情報の提供等
・自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会を中心に、各学科にヒアリングを行ったうえで自己点検・自己評価の問題点を検討した。
・大学運営の透明性を確保するために、財務諸表・中期目標・中期計画・年度計画等の法人情報を積極的に公表するとと
　もに、大学案内の内容を精査し、ホームページで適時適切な情報を発信した。

⑤　その他の業務運営
・昨年度作成した安全衛生管理規程に基づき、衛生委員会やＡＥＤ研修会を開催した。
・危機管理マニュアルの点検を年度当初に行い、さらに、新型インフルエンザ発生により７月に見直しを行った。事故・災害等の発生に備えた危機管理マニュアルの点検を行い、教職員に配布するとともに、避難訓練を実施した。
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２　財務その他の状況について

　財務については、適正な予算の運用を常に意識しながら、科学研究費補助金、受託研究など外部資金の獲得による自己収入の増加と

業務の効率化や節減による経費の縮減に努めた結果、約２千２百万円の利益剰余金を計上することができた。

　また、予算の執行状況及び現預金残高の確認を定期的に実施するなど、適正な予算管理、資金管理に努めている。

３　その他

　なし
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中期計画 自己評価

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　教育に関する目標

(1) 教育の成果

ア ・

Ⅲ　項目別実施状況

大項目

中期目標

年度計画 業務の実績

学科における教育の成果として、教
養教育と専門教育の融合を図り、教
養と実学をバランスよく身に付け、
課題探求能力とコミュニケーション
能力を持った学生を育成し輩出する
ため、教育課程や教育方法、学生支
援等、教育に関する諸分野において
以下に掲げる計画を着実に実行す
る。

・国語国文学科では、少人数教育をさらに充実させ、学生
一人一人に対応した濃やかな教育の徹底を目指し、１年
次は年度初めに、２年次は前年度終わりに学生個人の志
向に応じた演習の振り分けを行うことに、演習を重視
し、１年次の基礎演習と２年次の応用演習の関連性を生
かした学習の定着を図る。

1年生は４月に演習振り分けを実施。２年生は１２月に
演習振り分けのガイダンスを実施して、配属を決定し、
少人数ゼミの特性を活かした指導に努めた。

１　教育に関する目標
 （１） 教育の成果
　　　大学の伝統により培われた「学生と教員の距離が近い顔の見える教育」、創意工夫しながら築き上げていく「手づくりの少人数教育」という強みを生かした魅力と特色ある教育を展開し、
   教養と実学を身に付け、課題探求能力とコミュニケーション能力を持った人材を育成する。
 （２） 教育内容の改善
　　① 教育課程　　時代の動向、地域社会の要請、学生のニーズに的確に対応し、教養と実学を効率的に習得させる教育を実施するため、教育課程の継続的な改善を図る。
　　② 教育方法　　学生が積極的に授業に参加し、授業内容を十分に理解できるよう、効果的な授業形態を設定するとともに、指導方法の継続的な工夫に努める。
 （３） 教育実施体制の充実
　　① 教員の配置　　教育研究の進歩や時代の動向、地域社会の要請、学生のニーズに柔軟に対応した教育を実施するため、適切な教員の配置を図る。
　　② 教育の質　　学生に質の高い教育を提供するため、授業内容や教育方法の改善のための組織的な取組みを推進し、教育の質の向上を図る。
　　③ 教育環境　　学生に良好な環境で質の高い教育を提供するため、施設設備、資料等の計画的な整備及び長期的な視点に立った維持管理により、教育環境の向上を図る。
 （４） 学生の確保
　　　大学の特色、求める学生像、その他入学者の選抜に関する情報を積極的に発信し志願者の確保を図るとともに、入学者の選抜方法の検証により見直しを進め、大学が求める資質
　　と能力を有する学生の確保を図る。
 （５） 学生支援の充実
　　① 学習支援　　学生が意欲と目的を持って学習に取り組めるよう、学生一人ひとりの学習目的及び習熟度に応じた学習支援の充実を図る。
　　② 生活支援　　学生が心身ともに充実した大学生活を送ることができるよう、早い段階からの進路についての動機付けを含めたキャリア支援の充実を図り、就職率及び進学率の維持、
　　　　　　　　　　　　向上を図る。
２　研究に関する目標
 （１） 研究水準の向上及び研究成果の発信
　　　各学科の専門分野の研究をさらに深め、大学の研究水準の向上を図るとともに、学内外との共同研究、地域の課題解決に資する研究に積極的に取り組み、その成果の発信を図る。
 （２） 研究実施体制の整備
　　　研究水準の向上のため、柔軟な研究者の配置及び研究環境の向上を図り、研究活動を推進する体制を整備するとともに、研究活動の適正な評価を行い、その評価結果の活用を図る。
３　社会貢献に関する目標
 （１） 地域貢献の推進
　　　地域と大学の窓口として生活文化研究所の活動の活性化を図るなど、行政、他の教育機関、研究機関、県内企業等との連携の強化を図るとともに、教員、学生が積極的に地域に関わ
    り、地域を創っていく「地域創造」の取組みを推進する。
　　　また、地域のニーズに合わせ広く学びの機会を提供するなど、大学が有する教育研究成果の地域への還元を図る。
 （２） 国際交流、国際化の推進
　　　姉妹大学との交流等、海外の教育機関等との連携による国際交流の取組みを進めるとともに、大学が有する資源を活用し、地域の国際化に貢献する。

第２　大学の教育研究等の質の向上に関する目標

Ａ
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

・

・

・

①

②

③

・

Ａ

調理技術の向上のため昨年度購入した圧力鍋を用いた調
理法を調理学実習に導入した。健康運動科学、健康栄養
演習ではライフコーダーを導入し、身体活動量の測定技
術を指導すると共に、導入した心拍数モニターを用いて
運動負荷と活動量との関連を教授した。また、卒業研究
においてこれらをより実践的に活用した。

栄養教育実習以外にも教育現場での体験が出来るように
小学校訪問を企画し、23年度計画に盛り込んだ。

食品学実験（応用）では21年度に購入した電気泳動装置
を用いた小麦粉中のタンパク質の分析とガスクロマトグ
ラフィーを用いた油脂の脂肪酸組成の分析を実習し、学
生は新しい分析技術を習得することができた。

日本史学科では、幅広い知識を身につけさせるととも
に、資料の読解力の向上とコミュニケーション能力の育
成を図るため、知識を具体的に応用できるよう科目内
容、史学実習の内容の見直し、資料の精選を行う。

・

・

・社会情報学科では、課題探求能力とコミュニケーション
能力を持った学生の育成をめざし、１年次では「経済と
経営分析」「人間社会と心理」および「メディア表現と
情報」の３つの分野を幅広く学習しそれら専門教育を組
み合わせることにより、２年次においては学生各自の志
向に応じてより専門分野に特化した学習を進めることに
より、幅広い情報活用能力の育成に努める。

左記3分野の選択必修を1年次のうちに履修し終わるよう
に、1年後期オリエンテーションで学年担任が指導を
行った。2年次の学生に対しては、専門ゼミごとに担当
教員が卒業研究の指導を行った。

健康栄養学科では、実習科目の内容をより充実させ、現
場に対応した応用力を発揮できる実践力を備えた栄養士
を育成するため、①栄養士養成として調理技術の向上と
身体活動量の測定技術の習得、②栄養教諭養成として教
育現場での体験の充実と教育技術の向上、③食品関係と
してより高い成分分析技術の習得を目指すことにより、
現場（栄養士・栄養教諭・食品関係）に対応した応用力
をつけるための実習科目内容の充実に努める。

・

Ａ

Ａ

学科における教育の成果として、教
養教育と専門教育の融合を図り、教
養と実学をバランスよく身に付け、
課題探求能力とコミュニケーション
能力を持った学生を育成し輩出する
ため、教育課程や教育方法、学生支
援等、教育に関する諸分野において
以下に掲げる計画を着実に実行す
る。

・英語英文学科では、語学力向上、学力向上のために充実
させた2008年度作成カリキュラムのもと、編入学合格数
の増加と英語資格試験者の増加をうながすため、さらな
る充実のためのカリキュラムを再検討し、資格試験受験
に導入し、編入希望者を全員合格させる。

2011年度よりの新カリキュラムの導入を決めた。これま
で１・２年生合同の演習を学年別とし、専門的内容を段
階的に学べる体制を整えた。資格試験は各演習単位で指
導教員が受験を促した。また、編入学は受験者28名に対
し27名合格で、不合格者1名は希望校を再受験の予定で
ある。

Ａ

講読、演習、特殊研究等では、学生の興味や関心も参考
にして内容を改善した。史学実習は、新しい講師を招き
新しい内容も加え、学外での実習を増やすなどの改善を
行った。各科目とも学生の理解度を深めるような資料の
精選を行った。

各学科において、教養ゼミの内容を検討した結果、学生
が主体的に、意欲を持って取り組めるようにより身近
な、実践的なテーマを示した。

基礎学力を向上させるため、教養ゼミの内容を実践的な
ものとするよう引き続き検討を行う。

Ａ

・英語学力を向上させるため、「英文法」等高等学校教育
の内容確認を盛り込んだ内容にすることにより、すべて
の学生の英語力を確認し、各自の能力に合った指導を行
う。

講義計画書に担当教員が担当科目のレベルを記載した。
中・高等学校の英文法内容の確認から編入学レベルと
し、受講対象者を明示した。その結果、学生個々の能力
に見合った指導が可能となった。

Ａ
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

(2) 教育内容の改善

①　教育課程

ア

イ

ウ

エ

①

オ

カ
②

キ時代の変化に伴う多様な学生のニー
ズに応える教育課程を常に工夫する
とともに、履修制度の恒常的な充
実・発展を目指す。

③卒業研究で行者菜、ウコギ、もってのほか等から、既設
の高速液体クロマトグラフィーを用いた生理活性物質の
精製を行った。

・日本史学科では、時代ごとに設定されているゼミの機能
を充実させることで、教育内容の改善に努めるため、ゼ
ミの教育内容・指導方法の改善を図り、学生の課題探求
能力を高める。

各自のテーマに沿い、資料を探し読解できる能力を身に
つけるように指導した。

Ａ

・英語英文学科では、英語力の増強を図るため、演習と英
語表現等の科目できめ細かな少人数教育を徹底すること
により、各種英語試験を学生がすすんで受けるようにす
る。

少人数教育を心がけ、２３年度から学年別の演習となる
ように改善した。英語資格試験に関してはTOEIC、英検
の受験を演習単位で教員が促し、またLL教室等に検定試
験の情報を掲示した。

Ａ

Ｓ

「教養ゼミ」や「総合教養講座」の
内容を更に精選し、社会への幅広く
堅実な視点を身につけさせる教育課
程の編成に努める。

柔軟な理解力を持ち、生活を基盤と
した着実な思考力を身につけた学生
を育成するとともに、社会が短期大
学士に求めるニーズに応えるべく、
全学科において、教養教育科目及び
専門教育科目の再検討を行うととも
に、開放科目を増やすなど、教育課
程を目標達成に向けて体系的に編成
する。

・国語国文学科では、国文学・国語学・漢文学の３つの分
野に分かれたカリキュラムを基幹とし、教育実践の高度
化を目指し、国文学と連携しうる科目として２１年度に
新設した伝統文化論・山形の文学・書誌学を含めて履修
状況等を点検し、さらなる科目の創設が必要か検討する
準備を行うことにより、前・後期のオリエンテーション
期間に学生一人一人にきめの細かい履修指導を行えるよ
うにする。

２０１０年度の３科目の新設に続き、２０１１年度は
「東洋思想」を新設した。

他大学との単位互換や本学入学前に
他大学で取得した単位のうち、本学
の履修単位として認定できるものは
認定するなど柔軟な単位制度の整
備、拡充を図る。

Ａ

完全セメスター制の導入と、複数教
員によるオムニバス授業や学科相乗
り授業など教育方法の多様なあり方
を平成22年度中に検討し平成23年度
からの導入を目指す。

学生ひとりひとりの学習目的や習熟
度に応じた学習支援を行うため少人
数教育科目の増加を目指す。

社会の国際化・情報化、経済のソフ
ト化・サービス化の状況を踏まえ、
英語・英会話能力、文章表現力、Ｉ
Ｔ活用能力などの基礎能力を高める
ための教育課程を編成する。また、
栄養士養成校としての実績を一層充
実・発展させるための努力を続け
る。

・社会情報学科では、急速に変化する現代の高度情報社会
により対応したカリキュラムの検討を目指し、地元自治
体、関係諸団体、民間企業、ＮＰＯなどと連携し、学生
と地域とが協働して活動できるフィールド（場）を確保
し、学生参加型実学・実践教育を推進することにより、
カリキュラム内容を、地域社会あるいは社会全体との接
点を強化する方向で検討する。

米沢市が主催する「セカンドホーム事業」に基礎ゼミの
学生が参加し、地域住民と交流した。
また、専門ゼミの学生が置賜地方の地域活性化に関する
社会調査（川西ダリア園の来園者アンケートなど）を
行った。

Ａ

・健康栄養学科では、栄養士資格取得に必要なカリキュラ
ムの内容を更に充実させるとともに、食育への視点をよ
り重視した実践的授業を展開するため、①栄養士養成と
して実践的調理技術の向上と身体活動量の実践的測定技
術の習得、②栄養教諭養成として生きた食材見方の学
習、栄養指導技術の向上、③食品関係として実際に食品
から成分抽出する技術習得を目指し、現場（栄養士・栄
養教諭・食品関係）に対応した実践的授業の展開を図
る。

地元の食材(うち豆)を学校給食に取り入れることで、児
童の健康教育指導に生かすことを学生と検討した。

市中の西洋料理のシェフを招聘し、実践的調理技術の講
習に加え、調理実習を行いさらなる調理技術の向上に努
めた。健康生理・健康管理概論、健康運動栄養論では導
入した心拍数モニター、ライフコーダーについて測定技
術の説明、データ解釈の理解ができるよう教授した。ま
た、運動生理学とも連携し、運動に伴い変化する心拍数
の意義、筋収縮と身体活動量との関連について教授し理
解力を高めた。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

※開放科目
学科専門科目を他学科の学生が履修
できる制度。他学科の開放科目を履
修した場合は、教養科目の単位を履
修したものとみなされる。

　

②　教育方法

ア

イ

ウ

エ

オ

Ａ

※オムニバス授業
物事に関して、学生が様々な観点か
ら考えることが出来るよう１つの
テーマについて複数の教員により指
導を行う授業形態。

・各学科において、教養科目と専門科目との連携に関する
問題点を洗い出し、新設された「自己評価改善SDFD委員
会」を中心に改善に向けた検討を進めるため、一般科
目・専門科目・資格科目の連携に関する問題点を整理す
ることにより、一般科目と資格科目との一層の連関を図
るための検討を行う。

教養科目と専門科目の懸け橋となる科目の新設を行った
り、他の学科の学生も履修できるように、専門科目の中
から適当なものを開放科目とするなど、各学科において
履修科目を効果的に整理した。

Ｓ

※完全セメスター制
1年を春学期（4月～9月）と秋学期
（10月～3月）の二つに分け、各学期
で授業を完結し、単位を取得するも
の。学生の履修登録の機会が年2回に
なり、個性的な履修計画が立てやす
くなる。

「学生による授業評価アンケート」
の活用を今まで以上に充実させ、更
に、適切な授業方法の検討を行う。
認証評価、外部評価などの指摘を具
体的、かつ早急に反映して改善する
体制を構築する。

・日本史学科では、研究の基礎的作業を充実させ、研究能
力の向上を図るため、ゼミでの指導方法を改善し、資料
調査能力、論文執筆能力の向上を図る。

ゼミでは、学生が自ら資料を探し論文が執筆できるよ
う、オフィスアワーや時間外においても個別指導を行っ
た。

Ａ

学生の成績評価や単位認定、進級・
卒業判定について、より公正かつ適
正な判断が下せるよう評価基準、規
程を常時検証する。

・

学生が授業に主体的に参加し授業内
容を深く理解できるよう、対話・討
論等、双方向的な授業形態を拡充
し、実習・演習の拡充など少人数教
育の利点を生かした学習指導により
高い教育効果が得られるよう、教育
方法の改善を図る。

・国語国文学科では、学生の自己発見能力の向上を目指
し、１年次のゼミは入学選抜別に学生希望を加味した振
り分けを、２年次のゼミは卒業研究の意向調査の結果を
踏まえた振り分けを行い、学生の関心分野別のゼミ編成
と学生主導のゼミ運営の充実を図り、１年次に習熟度
別、２年次に専門的研究別のゼミ編成を行うことによ
り、学生個別の知的好奇心を満たす科目履修も進めさ
せ、２年間の在学期間の充実をサポートする。

１年次の基礎演習は、入学者の学力を考慮しつつ、学生
の希望を加味した振り分けを行った。２年次の演習は、
研究テーマを重視しつつ、学生の希望を考慮して振り分
けを行った。

Ａ

・英語英文学科では、発音、語彙、文法など基礎的英会話
力の更なる増強を目指すために少人数教育の一層の充実
を目指し、「基礎・発展英語表現」において均等数の班
分けを行い、少人数指導を継続する。

発展・基礎英語表現では学力別クラス編成と少人数指導
を継続した。

社会情報学科では、きめ細かな指導を行うとともに、よ
り実践的・能動的な教育の深化を目指し、新聞データ
ベースの導入など情報環境の改善を進めるとともに、１
年次の「基礎ゼミ」、２年次の「専門ゼミ」の内容の充
実に努めることにより、ゼミ・演習の内容を充実させ、
学生の課題探求能力を高める。

朝日新聞データベース「聞蔵」が昨年度導入され、学生
にとってゼミ発表や卒業研究をまとめる際に大いに活用
した。

Ａ

平成22年度を目途にＦＤ委員会を設
置することによりＦＤ活動を更に充
実・発展させ、定期的に開催するＦ
Ｄ学習会において、学習指導方法の
改善に関し、学内の意志統一を図
る。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

①

②授業改善ワークショップについては、後期の授業で国語
国文学科が担当し、後期末頃にワークショップを開催す
る予定であったが、東北・関東大震災の影響で中止し、
報告資料を全教員に配布した。

③ FD研修会については、６月２８日に、ハラスメント対策
委員会との共催で、SDFD研修として、ハラスメント対策
研修会を実施した。

④新人研修会については、本年度着任の教員二名につい
て、４月２日に行った。

⑤全学の公開授業科目については、昨年度委員会で設定し
ている。来年度分の取りまとめも行った。

カ ・

キ

ク ・

Ａ

現行のシラバスにおいて、【授業のねらい】【授業計
画】を明示して、学習到達目標が明確に学生に伝わるよ
うに工夫し、ホームページに公開した。

・学科の特性を踏まえた履修モデルの検討とシラバスの改
善を図るため、履修モデルの作成を行うことにより、シ
ラバスの検討を行う。

オリエンテーションにおいて細やかな履修指導を行うと
ともに、シラバスの記載を見直し、評価方法が抽象的に
ならないように改善を行い、一部履修モデルを作成する
などシラバスの検討を行った。近時、科目の新設が続い
ているため、来年度以降も履修モデルの検討を行ってい
く。

Ａ

平成22年度を目途にＦＤ委員会を設
置することによりＦＤ活動を更に充
実・発展させ、定期的に開催するＦ
Ｄ学習会において、学習指導方法の
改善に関し、学内の意志統一を図
る。

・健康栄養学科では、実験・実習の内容を充実すること
で、健康科学の知識及び実践を必要とする現場への即応
力向上を目指し、機器を検討し、整備を図ることによ
り、実験・実習の内容を充実させる。

健康栄養学科の実験・実習の内容を充実させるためには
機器の充実が必須であり、常に機器の更新･新規の検討
を行っている。本年度は６点の機器の新設、更新を行
い、実験･実習内容の充実に取り組んだ。

Ａ

ＦＤに対する取り組みの機運を全学でさらに高め、本学
の教育力のアップにつなげるため、①前期・後期末２回
の授業評価アンケートの実施、②国語国文学科による授
業改善ワークショップの開催、③ＦＤ研修会の実施、④
新人研修会の実施、⑤全学の公開授業科目の設定によ
り、ＦＤに対する認識を深め、授業の改善をおこなう。

Ａ

授業評価アンケートについては、前期分・後期分を実施
し、結果の集計も終了した。

本年度は、次年度の奨学金制度(新設も含めて）との補
完も含めて総合的・抜本的な対策の検討にむけて、授業
料免除申請者の過去５年間の状況分析を行い、次年度に
おける検討課題を抽出した。

学ぶ意欲があるにもかかわらず就学を続けられない学生
の数を可能な限り少なくするため、教育指導方法の改善
や本学独自の奨学金貸付制度の見直しなど、前年度の調
査分析結果を基に、対応策の検討を行う。

Ａ

※ＦＤ（ファカルティ・ディベロプ
メント）
教員の授業内容や教育方法の改善を
目的として行われる組織的な取り組
み。

・

※シラバス
開講される科目について、担当教員
名や講義の目的、計画、使用する教
科書などをあらかじめ学生に示す授
業計画書。

留年、休学、退学等の状況やそこに
至るまでの経過・背景等を、個人情
報保護に十分配慮したうえで総合的
に分析し、教育指導方法の改善に役
立てるとともに、そうした事態が発
生しないよう、可能な限り努力す
る。

シラバスは、学習到達目標が明確に
なるよう平成22年度中に改善を加
え、ホームページ等で公開する。

多様な学習ニーズに対応するため、
ｅ-ラーニングの環境整備と活用の促
進を目指す。

・

・学習到達目標が明確になるように改善しホームページな
どで公開するため、シラバス記載の仕方を点検し、学習
到達目標が明確になっているかどうかを点検する。

- 14 -



中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

(3) 教育の実施体制の充実

①　教育職員の配置

ア ・

・

イ

②　教育の質

ア ・

イ

ウ ・

エ ・

新設されるＦＤ委員会によって、教
職員に対し、成績評価の厳格化に関
する研修、教育方法の改善、学生指
導の向上、留学生や障がいを持つ学
生、社会人などの多様な学習需要に
対する理解に関する研修等を行い、
教育の質の更なる向上を目指す。

・ＦＤ実施に相応しい委員会の設置を実現するため、現行
の自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会の適否について検討
し、適切なＦＤ委員会のあり方を検討する。

自己評価改善・SDFD委員会の適否について議論した。そ
の結果、現状が当面は適切であり、ＦＤ委員会の設置は
現段階では必要ないことを確認した。

Ａ

※e-ラーニング
パソコンやコンピュータ・ネット
ワークなどを利用して教育を行うこ
と。自分の大学では開講されていな
い科目を受講できるなど、受講機会
を広げることができる。

教育効果が最大限発現されるよう、
教員の資質や適性、学科の人員数等
を踏まえた適切な教員配置を行な
う。

教育の質の向上のために、特に若手
教員に対する長期学外研修制度（海
外を含む）の整備を図る。
教育活動・研究活動に関する自己点
検・自己評価や外部評価を継続的・
組織的に実施し、その結果が、速や
かにかつ有効に自己改善に結実して
いくシステムを平成21年度を目途に
確立する。

・

・適切な教員配置を維持するため、自己評価改善・ＳＤＦ
Ｄ委員会委員を通して各学科の教員配置が適切な教員配
置であるかを自己点検し、改善点を摘出する。

・

ＦＤ実施に相応しい委員会の設置を実現するため、現行
の自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会の適否について検討
し、適切なＦＤ委員会のあり方を検討する。（再掲）

自己評価改善・SDFD委員会の適否について議論した。そ
の結果、現状が当面は適切であることを確認した。

Ａ

内容を精査の上、申請を行った。
不採択となったため、来年度以降の申請を目指して新た
なＷＧで検討することとした。 Ｂ

教育の質をより向上させるために、
文部科学省が行う大学教育・学生支
援推進事業（ＧＰ）に平成２３年度
までに応募し、早い段階での採択の
実現を目指す。

・文部科学省が行う大学教育・学生支援推進事業（ＧＰ）
へ採択を目指し、継続してワーキング・グループによる
実施方法の検討を行い、応募内容を精査し、申請を行
う。

社会のニーズに合致した幅広い講義
科目を開講し、教育内容を充実させ
るため、必要に応じて外部有識者を
効果的に登用する。

外部有識者による講義科目として開設されている「総合
教養講座」の内容を再検討し、内容をより充実させるよ
う工夫を凝らすため、引き続き学生の受け取り方を調査
するなど「総合教養講座」の課題などを吟味するための
方法を検討し、「総合教養講座」の課題点などを分析す
る。

昨年度アンケート結果に基づき、講師の見直しを実施し
た。
また、今年度は「地方からの発信」というテーマを設定
し、民間からの講師陣で講座を開設した。昨年度と今年
度の内容の違いについて学生アンケート等により更に分
析し、次年度のより良い講座について検討を行った。

Ａ

各学科の教員配置については、後期に自己評価改善・
SDFD委員会委員を通して、各学科に意見を徴し、点検を
行った。その結果、今のところ適切な教員配置であるこ
とを確認した。

Ａ

- 15 -



中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

③　教育環境

ア ・

イ ・

ウ ・

エ ・ ・

・

・県立図書館の行っている県公共図書館等横断検索システ
ムに本学図書館も参加申込を行った。これにより次年度
においては、県立図書館並びに県内の公共図書館との相
互検索が可能になる。今後とも県立図書館等との連携を
進めて行く。

・教育環境の充実のため、土曜、日曜開館をめざし、図書
館職員の増員等を含む新たな人員体制を整備するととも
に、土曜開館時における校舎全体の管理体制の整備（通
常警備・除雪、緊急時対応等）を行い、土曜日開館の試
行を行い、問題点等を精査する。

・土曜日試行開館を計14回実施し、入館者数、貸出者数
等、一定の成果を挙げることができた。また、アンケー
ト調査の結果を踏まえ、今後の開館対応についてのさら
なる体制強化を図ることとし、次年度以降の毎週土曜日
開館実施に向け、一層努めることとした。

Ｓ

図書館について、図書購入費を増額
し、収蔵図書をより充実させる。更
に、レファレンス資料の充実、県立
図書館との連携による機能充実、だ
れもが利用しやすい環境整備を進め
るほか、土、日曜日の開館実現を目
指す。

講義や実験実習が円滑かつ効果的に
行えるよう、情報機器、視聴覚機
器、実験実習用備品等の適切な維
持・管理に努めるとともに、計画的
な整備・更新を進める。

耐震工事・配管改修工事を実施した。23年度において学
寮改修工事、校舎屋上防水改修工事を実施すべく予算の
確保を図った。

Ａ

Ａ

点検を実施し、諸課題の整理を行った。23年度に完全地
上デジタル化に向けた視聴覚機器の整備を行うこととし
た。

Ａ

２１年度分にて購入できなかった『源氏物語語彙用例総
索引　付属語篇』を購入した。
後期では、特別テーマ分として年次別に整備しなければ
ならないレファレンス関連図書を追加購入し、図書館蔵
書の充実に活用した。

学生が自由に意見を述べるために設
置されている「意見箱」に寄せられ
た学生の意見を生かす等、学生の視
点に立った教育環境の検証及び改善
の取組みを進める。

・

・

本学の基本理念及び講義内容に即した図書・資料の充実
を図るため、現在の学科推薦図書にかかる購入費の増額
を図り、学科配分に加え特別テーマ分の図書を充実す
る。

講義・演習だけでなく大学全体の教育環境の整備に努
め、適切な維持管理と定期的な点検を行い、計画的な更
新・整備の実施を図る。

講義演習等に必要な機器類等の点検・整備を全学規模で
実施し、不足の部分を早急に改善するため、各教室や演
習室などの点検を行い、課題のある設備や施設の改善を
進める。

・

教育研究機能の充実、学生活動の支
援、地域社会との連携に資するた
め、施設設備の保全調査を実施し、
長期的な視点に立った老朽施設・設
備の整備及び改修を計画的に行う。

・施設設備を良好な状態で維持するため、①総合支庁、工
事業者及び学内の調整の実施、②H21年度調査に基づく
計画的な改修・整備の実施、③次年度に向けた調査の実
施と予算の確保を図ることにより、耐震工事・配管大規
模改修工事を計画的に実施するとともに、それ以外の施
設設備についても計画的に改修・整備するほか、円滑な
校舎利用を図る。

学生の意見を取り入れて、本学の運営をより適正なもの
に改善するため、前期・後期の２回学生の声アンケート
を実施し学生の意見を聞き、掲示によりすみやかに改善
策を学生に提示する。

Ａ

「学生の声」アンケートを前期・後期の２回、実施し、
各関係部署から改善策等の回答を得て、掲示板に掲示
し、公開した。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

(4) 学生の確保

ア ・

・

・

イ ・

・

ウ ・

・オープンキャンパスの全体説明が２会場に分かれる場合
は、一方をビデオ中継でなく、それぞれの会場で同じ行
事を時間をずらして実施するよう改善した。

・参加者の便宜を図るための判断材料として、来年度の参
加者アンケートに「望ましい開催時間帯」を尋ねる質問
項目を加えることにした。

エ

オ ・

高校の期末テスト期間と重ならないよう、来年度のオー
プンキャンパスは一回目を１週間遅らせることにした。
これにより、一回目と二回目の参加者数がこれまで（１
対２の割合で二回目に偏っている）より均等化されるこ
とが期待できる。

Ａ

Ａ

Ａ

平成２４年度の入試方式および各入試の定員枠などの基
本的枠組みについては、検討した結果、変更なしとし
た。
平成２４年度の学生募集要項について全体的に見直し、
不備な点を補足するなど更新作業を行った。

とくに、平成２４年度大学入試センター試験の一部変更
に伴って、自己推薦入試および一般入試のセンター試験
利用教科・科目表ならびに配点表を改訂した。

夏休みおよび冬休みを中心に、学生特使（47名）をそれ
ぞれの出身高校に派遣しPR活動を行った。
　訪問先は、東北３３校、北陸３校、関東３校、中国地
方１校であった。

高校訪問の地区分けを昨年度の２２地区から２５地区に
増やし、県内及び東北各県、新潟県を主として２０２校
(前年度は１８２校）を訪問した。

高校訪問を更に精選し、実際の入学志願者増加へ結びつ
けるよう改善を施すため、高校訪問のあり方を検討する
とともに、高校訪問の地区分けを再検討し、訪問地区や
訪問高校の適切な選択を行うほか、夏休みや冬休みに在
学生の出身高校に学生特使を派遣する。

・入試のあり方についての検討を継続的に行うため、入試
や学業成績に関する調査結果などを参考に各入試方式を
見直すなど、入試方式や募集要項の検討を行う。

高大連携の実を高めるような高校訪
問等を実施し、高等学校教育との連
携をこれまで以上に強化していく。

・

入試状況や入学者の追跡調査結果等
の分析により入学者選抜方法を検証
し、大学のアドミッション・ポリ
シーをより反映した入試内容とする
ための改善を行う。

オープンキャンパスの一層充実を図
るため、高校へのニーズ確認等に基
づき、体験授業内容の精選、プログ
ラム全体の見直しを進める。

・オープンキャンパスの一層の充実を図るため、参加者ア
ンケートの結果などに基づき、開催時期や実施内容を見
直すほか、従来実施してきた参加者アンケートの内容を
更に精選し、より実りある内容の実現を目指す。

Ａ

※志願者倍率
定員に対しての志願者数の割合

入学者選抜に関する情報を積極的に
提供し、本学を第一志望校とする受
験生の増加を目指すとともに、志願
者倍率2.3倍以上を維持するよう努力
する。
大学HPや大学案内等による広報活動
を強化し、全国有数の総合短期大学
である本学の特色をアピールするこ
とにより、優秀な学生の確保に努め
る。

・ 大学案内の内容を精査するとともに、ホームページで適
時適切に情報を発信し、本学の魅力・特色のＰＲに努め
た。

本学紹介ビデオの活用など本学の魅力・特色をアピール
するとともに、入学志願者の増加及び優秀な学生の確保
に資する大学案内の作成、ホームページでの本学の教
育・研究・地域貢献等の情報の適時適切な発信など、本
学の魅力を適切に発信し、広報活動の強化を図る。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

(5) 学生支援の充実

①　学習支援

ア ・

イ ・

ウ

エ

オ ・入学生の学力差の解消を目指し、学力差の把握のための
検討を進め、入学生の学力差の検討および高大接続授業
のあり方について検討を行う。

・学力格差によって生じる問題点は、各学科によって異な
ると考えられるので、委員会としては、問題を提起し、
各学科に対応の検討を依頼した。

Ｂ

カ ・

Ａ

１年前期の段階で高大接続授業を実
施するなど、きめ細かい指導を通じ
て入学生の学力差の解消を目指す。

スクールバスの運行のほか、最寄交
通機関への働きかけを強化し、時間
割と連動したダイヤ改正を行うな
ど、通学の利便性向上を図る。

Ａ

聴覚障がいのある学生にノート・テ
イカーをつけるなど障がいのある学
生、社会人、留学生、科目等履修生
といった、多様な学生のニーズに応
える履修サポート制度を充実・発展
させる。

学長や理事等と学生との定期的な対
話の場を各期1回程度設け、学生の意
見を反映させたより望ましい学内教
育環境を整備することで学習を支援
する。

・学生の意見を取り入れて、本学の運営をより適正なもの
に改善するため、後期の適切な時期に、理事・学生懇談
会を実施し、学生の意見を聞く。

１２月３日、学長や理事・経営審議会・教育研究審議会
委員らと各学科の学生２名ずつによる懇談会を実施し
た。活発な意見交換が行われ、大変有意義であった。

Ａ

学生が自主的学習を積極的に行える
よう、合同研究室などの自学自習施
設・設備の充実を図る。

・

・冬季期間（１２月～２月）における学生の通学利便性の
向上を図るため、前年度の試行実績及び学生アンケート
調査結果を検証し、再度、試行運行を行うことにより、
冬季期間におけるスクールバスの運行を実施する。

※オフィスアワー制度
各教員が学生からの学業や学校生活
全般に関する質問、相談等に応じる
時間を設定し、研究室等に待機する

本年度は、22年12月13日から23年2月10日まで、1日当り
午前３便・午後３便のスクールバス運行を行った。期間
中の延べ利用者は2,770人に達した。
昨年度の利用者アンケートの結果を踏まえ、今年度は往
復とも各１便を増便し、かわりに運行期間を圧縮した。
課題であった「受益者負担」(有料化)の問題は、陸運局
への確認の結果、道路運送法上の課題(貸し切りバスの
定義から外れる)があるため断念した。

オフィスアワー制度の更なる充実に
努め、「顔の見える教育」という本
学の特色を更に発揮させ、きめ細か
い指導・助言を行う。

学生に対してきめ細かな指導・助言を行うため、オフィ
ス・アワー制度についてのニーズを把握するなど現行の
オフィス・アワー制度の点検をする。

オフィスアワー制度はすでに導入しているばかりでな
く、少人数教育の利点を生かし、きめ細かい指導・助言
を行った
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

②　生活支援

ア ・

イ ・

ウ ・

エ ・

③　キャリア支援

ア ①

②キャリア支援関係のＧＰが不採択になったことにより、
当初計画していた新たな支援環境作りには至らなかった
が、人的な面でキャリア支援の体勢を強化した。

③アンケート結果を分析し、学生がキャリア支援センター
に立ち寄りやすくするための環境改善を行った。

④各種講座の充実を図った。

イ ・ ①

②本年度は、合同見学会ではなく、随時、人事担当者を誘
致して大学見学を実施した。

③キャリア支援センター副センター長による企業訪問を実
施した。

④企業訪問時に大学案内等の資料の配付と郵送配布を実施
した。

⑤求人企業開拓学生指導員としてキャリア支援センター副
センター長を配置した。

課外活動や学園祭等の学生の自主的
な活動を支援するとともに、大学と
学生自治会との意見交換会を定期的
に開催し、学生生活全体を支援する
体制作りを目指す。

・学生生活全体を支援する体制を整備するため、大学と学
生自治会との意見交換会の開催を目指し、その開催方法
や時期について検討する。

学生自治会とは、昨年12月、意見交換会の開催の申し入
れを行ったが、役員改選後間もない時期であったため、
自治会の状況を十分に把握した上で応じたい旨の返答で
あった。
吾妻祭実行委員会とは、10月の学園祭前後に数回の会議
を行い、実施に向けての調整・支援を行った。

健康管理体制を充実し、特に学生相
談等メンタルヘルスに関する支援体
制について、適切な相談室の配置、
相談時間の自由化など内容を充実さ
せ、カウンセラーの常時配備とその
活用のための体制作りを目指す。

・学生の健康管理・メンタルヘルス支援体制を整備するた
め、学生相談室の改善点の検討を行う。

Ａ

本年度の学生相談室は、利用状況からみてある程度の機
能は果したと考えられる。
今後は、さらに気軽に相談に行ける環境の整備をはかる
と共に、プライバシーに配慮しながら保健室などとの連
携を強化することとした。

Ａ

本年度は、次年度の奨学金制度(新設も含めて）との補
完も含めて総合的・抜本的な対策の検討にむけて、授業
料免除申請者の過去５年間の状況分析を行い、次年度に
おける検討課題を抽出した。

本学では、少人数教育の実践により、ゼミ等できめ細や
かな指導を行っている。こうした少人数教育科目の担当
教員を軸に、学生アドバイザー制度の確立をはかるため
の検討を行った。

教員が学生一人ひとりの相談相手と
なり、学習や生活について指導・助
言を行う学生アドバイザー制度を平
成23年度を目途に導入する。

Ａ

学資等が十分でなく学生生活が困難
な学生については、成績や家庭環境
等を総合的に勘案し一定の条件のも
と、授業料減免制度や奨学金制度を
活用し支援する。

学生アドバイザー制度の導入に向け、現行の担任体制の
問題点の洗い出しを行うため、各学科において、学生の
長期欠席や休退学、留年、成績不振等の状況を的確に把
握し、現行の問題点などを検討する。

・

・学ぶ意欲があるにもかかわらず就学を続けられない学生
の数を可能な限り少なくするため、教育指導方法の改善
や本学独自の奨学金貸付制度の見直しなど、前年度の調
査分析結果を基に、対応策の検討を行う。（再掲）

Ａ

キャリア支援センター機能の充実を図るため、①キャリ
ア支援センターへの専任職員の配置、②就職支援システ
ムの導入による、新たな就職支援環境の構築、③アン
ケート分析を通じた改善点の点検、④キャリア形成のた
めの各種講座等の開設により、キャリア支援策の構築お
よびキャリア支援センターの人員体制充実を図る。

キャリア支援センターに専任職員を副センター長として
配置した。

昨年度実施しており、本年度に再実施してもあまり有効
な結果が見込めないので、企業アンケートは実施しな
かった。ただし企業アンケート未実施でも、支援プログ
ラムに関しては随時見直しを行った。

Ａ

就職率を向上させるため、次の支援
策を実行し、就職希望者の就職率
100%を目指す。
（ア）面接訓練を含めた学生相談の
充実
（イ）求人情報の積極的な提供
（ウ）進路について動機づけを図る
講座・就職支援講座・公務員講座な
どの各種講座の開設
（エ）インターンシップ制度をより
充実させるための工夫・改善
（オ）情報処理・語学などキャリア
アップにつながる各種資格取得への
支援

就職・編入学等、学生が希望する進
路を自らの力によって開拓できるよ
うキャリア支援センターの専任職員
の増加など、機能の一層の充実を図
るとともに、本学への入学希望者増
加に繋がるキャリア支援策を、平成
22年度を目途に構築する。

・

Ｓ

就職率の向上を図るため、求人企業の新規開拓のための
①企業アンケート結果に基づく支援プログラムの見直
し、②企業人事担当者による大学見学会の実施、③企業
訪問の実施、④企業への大学案内の配布・ＰＲ、⑤求人
企業開拓学生指導員の設置により、就職希望者の就職率
100%を目指す。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

ウ ①編入学英語対策特別指導員を設置した。
②来年度の小論文添削の回数を増やすことにした。

２　研究に関する目標

(1) 研究水準の向上及び研究の成果の発信

ア

イ

ウ

①食品学担当教員が、2週間横浜市立大学で研修を行い、
生理現象の解析技術が向上した。

②食品領域において山形県置賜総合支庁委託事業「地域農
産物の特長を生かした加工利用に関する調査･研究」に
学科教員3名が加わり、報告書の作成を行った。食育の
領域においては昨年度に引き続き山形県飯豊町の小学校
で肥満改善の栄養教育・栄養指導を実施した。その成果
として、指導した小学校が健康教育部門で文部科学大臣
賞を受賞した。また、この事例を山形県置賜総合支庁主
催「置賜発！若者が元気なまちづくり交流フォーラム」
で学生が発表した。健康教育の領域では児童から高齢者
の健康について運動と栄養の観点から講演や実技指導
を、また、小学生から高校生を対象にスポーツに関する
講演や実技指導等を行った。

・健康栄養学科では、健康科学に関連した教員個々の研究
に取り組み、その成果を広く地域・社会に拓いていくた
め、健康、栄養、食品の分野における研究水準の向上の
ための技術力向上、並びに食品、生涯にわたる健康状態
の把握と食育・健康教育の領域における地域課題の整
理、調査・研究、成果の発信により、地域課題に密着し
た研究を推進し、研究水準の向上と地域への成果発信に
努める。

Ａ

日本史学科では、学会誌「米沢史学」を更に充実させ、
地域との連携を密にした史学研究、教育の情報源として
の機能の向上を図るため、「米沢史学」第26号の発行、
交通史研究会と合同で公開講演会を開催し、研究成果の
発信と地域貢献を行う。

「米沢史学」第26号を発行した。（１０月２０日）
交通史研究会と合同で公開講演会を開催した。（５月８
日（土）　於：伝国の杜、参加者１０５名） Ｓ

本県の地域課題の解決につながる研
究に積極的に取り組み、その成果を
公開講座や論文寄稿等により公表
し、県民や社会に貢献することを目
指す。 ・社会情報学科では、地域の諸課題に対応した研究を行

い、その成果を地域に還元することを目指し、中心市街
地問題、限界集落問題、雇用問題などを中心に調査研究
し、地域が抱える課題の発掘を積極的に行い、関係諸機
関と連携して実践的な研究を展開する。

本学科教員が共同研究で米沢の繊維産業の調査を行っ
た。また生涯学習に関するアンケート調査の受託（米沢
市）といった形などでも地域貢献がなされた。

Ａ

編入学率を向上させるため、次の支
援策を実行し、編入学希望者の編入
学率100％を目指す。
（ア）小論文添削指導
（イ）面接訓練、模擬問題の学習
（ウ）編入学対策講座、先輩合格者
の体験談を聞く会の開催

・編入学英語対策を強化するため、編入学英語対策特別指
導員を設置するとともに、小論文指導のあり方を検討
し、英語を受験科目とする編入学希望者の合格率の向上
を図る。

・英語英文学科では、教員個々の研究成果を学内外に発信
し、相互に連携しながら短期大学士課程における英語・
英文学のあり方を追求するため、業務負担の偏りの軽減
を図り、研究時間を確保することにより、研究成果を学
会誌などに発表するとともに、短大における英語・英文
学のあり方を検討する。

本学科教員の研究成果として海外では、米国の出版社よ
り著書の出版、米国学会誌での論文発表を行った。国内
では、和英辞書の執筆、共同研究として米沢の小学校英
語教育についての調査を行った。

Ａ

Ａ

研究水準の向上のために個人研究費
の活用を図る。そのための具体的な
措置として、理事長等の判断により
配分先を決定できる資金制度を、平
成22年度内を目途に設ける。

・国語国文学科では、教員・学生・卒業生を結んだ学科の
情報発信源の充実を目指し、学生運営委員を各学年３名
ずつ選び、責任のある役割を与え、教員とともに学会運
営に与させ、「学会かはら版」26号、「米沢国語国文」
39号の１２月までの刊行を予定する。

学生運営委員を１年生は４名、２年生は２名選んだ。責
任のある役割を与え、教員とともに学会運営に与させて
いる。かはら版２６号、米沢国語国文３９号を刊行し
た。

Ａ

教員の研究成果に関する広報活動を
徹底するとともに、インターネット
上での研究者登録などにより、教員
一人ひとりの専門領域についての情
報を地域のみならず広く社会に発信
し、県民や社会の文化向上に寄与し
ていく。 ・
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

(2) 研究の実施体制の整備

ア

イ

ウ

３　社会貢献に関する目標

(1) 地域貢献の推進に関する具体的方策

ア ・ ・

イ ①

ウ ②公開講座を４講座、延べ１１コマ開講した。

③８月３日～５日に「いいで・米短こども大学」を開催し
た。

エ ・

Ａ

教員と事務職員の担当すべき業務内
容を点検し、教員が教育・研究・学
内業務に専念できるような適正な運
営体制を構築する。

研究活動を適切に評価できるよう評
価体制を充実させ、特に若手の教員
で優れた研究成果をあげた場合に、
適正な評価による優遇措置等を実施
できる環境構築を目指す。

・若手研究者の育成を目指し、科研費獲得を目指すなど若
手研究者による優れた研究に助成を行い支援する。

若手研究者の優れた研究に対し研究費の助成を行い、優
れた研究の支援を行った。

Ａ

研究活動に必要な施設・設備・備品
について、平成２１年度中に点検調
査を実施し、整備・改修などに関す
る年次計画を策定する。

・施設設備の良好な状態の維持のため、２１年度調査に基
づく計画的な改修・整備を実施するとともに、次年度に
向けた調査の実施と予算の確保を図る。

２２年度２月補正で、前倒しで予算化され、研究活動に
必要な自記分光光度計ほか５備品を整備した。

県民を対象とした公開講座を1年間に
10回以上開催し、公開講座を含めた
各種の学習機会を民間企業等とも連
携し、計画的に提供する。

県、あるいは市町村と本学との定期
的な協議・意見交換の場を設置し、
本学に求められるニーズの正確な把
握に努める。

地域貢献に益する情報を広く収集
し、大学に求められる多様な地域課
題に応じられる体制構築を目指す。

県はむろんのこと、米沢市をはじめとする置賜地域の市
町との懇談会を開催するほか、学園都市推進協議会等を
通じた置賜地域のニーズの把握や地域に対して本学が何
を提供できるかの資料の作成・配布、アンケート等によ
り、地域が大学に求めるニーズの的確な把握に努める

Ａ

教員と学外協力者で行う地域貢献を目指す共同研究に積
極的に支援することにより本学が果たすべき地域貢献を
推進するため、①地域貢献にかかわる共同研究事業とし
て２～３件を採択し事業費の配分並びに事業執行の援助
を行う、②県民ニーズに即した公開講座を開催する。③
学生が主体となる「こども大学」を開催するなどし、教
員の専門分野を生かし、地域が求めるものを題材とした
共同研究を積極的に支援する。

・ 今年度の共同研究事業として、５テーマを採択し各グ
ループの研究活動を援助、推進した。
　　①小学校英語活動における指導法
　　　　　－音声指導を中心として－
　　②米沢の繊維産業における経営資源の再配分
　　③運動後の米沢産ヒメウコギ摂取による疲労軽減
　　　作用の検討
　　④置賜地域における豪農佐藤家文書の史料学的研究
　　　　　～目録作成を中心として～
　　⑤地域特産野菜「行者菜」の機能性と利用法の探索
　次年度における研究テーマを募集し、引き続き地域貢
献となる共同研究の推進を図って行く。

県内にある大学のほか、近隣県の大
学等との間で、単位互換をはじめと
する教育研究、編入学、教職員･学生
交流などの連携を強化する。

・単位互換可能な他大学・学部を調査し、すみやかに連携
体制を構築するため、他大学・学部へアンケート調査を
実施し、現行の問題点の整理と対策案を策定する。

アンケートは実施せず、先進校視察を行い、意見を交換
し現行の問題点の整理を行った。

Ａ

本学が行い得る公開講座・出前授業及び教員の研究内容
を紹介するパンフレット「よねたんマル得活用ブック」
を作成し、米沢市をはじめとする置賜管内の市町村、
小・中・高等学校並びに学園都市推進協議会へ配布し
た。併せて、アンケートを配布し地域が求めるニーズの
把握に努めた。

Ａ
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

オ ・

カ

キ

ク

(2) 国際交流、国際化の推進に関する具体的方策

ア ・

・英語英文学科のみではなく他学科からの参加者も含め35
名が実習に参加した。

・学生の安全確保等のため、引率教員のほか付添者を１名
増員した。

イ ・

ウ

アンケートは実施せず、先進校視察を行い、意見を交換
し問題点の把握・検討を行った。

高校と連携し、高校教員による学生
の基礎学力の補完を図るとともに、
相互のカリキュラムの調整や高校で
の生活状況の情報交換など、より進
んだ高大連携のあり方も検討する。
また、高校生への短大教員による出
前講義等を通じ、地域教育への貢献
を行う。

・高大連携を促進し、相互交流を一層活性化させるため、
問題点把握のために連携校へのアンケートを実施し、現
行の問題点の再検討、新たな体制作りを検討する。

Ａ

本学外国人講師による公開講座、国
際化に関わる講演会の開催等を通じ
て、地域の国際化に積極的に協力す
る。

教員が半期程度海外の諸研究機関に
おいて研修に励むことが可能となる
制度を構築し、国際化に応じた多く
の研修成果を広く地域に還元する。

・海外研修制度を確立するため、制度を具体的に実現する
ための要項または規定の策定を行い、海外研修制度構築
のための諸問題を検討する。

Ａ

開かれた高等教育機関として、地域
の歴史・文化を後世に伝える講座、
県民のＩＴ活用能力を高める講座、
食と健康の重要性を子供やその親に
伝える講座など地域のニーズに即し
た公開講座等を実施するなど、生涯
学習機会を提供する。

成人の職業教育の再教育の場を提供
するために、キャリア支援センター
の講座を、資格取得を目指す学外の
社会人にも開放することを目指す。
教員の研究成果の発表場所として生
活文化研究所の機能を更に充実させ
るとともに、研究成果を地域に還元
する施設として、より開かれた研究
施設とするよう地域と連携した改善
策を講じる。

「海外語学実習」をより充実させ、
姉妹大学との交流を一層密にする。

・

海外研修も含めたサバティカル研修規程を制定した。

実際に学生指導にあたっている英語英文学科から、実施
状況の報告を受け、充実した実習になっていることを確
認した。 Ｓ

「海外語学実習」の充実を図るため、相手校との話合い
のうえ実習内容を見直すとともに、事前説明会の改善を
検討し、希望者の一定数を確保する。

【大項目別評価】第２　大学の教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
評　　価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計

小項目別評価の結果 個　　数 6 52 2 0 60
構成割合 10.0％ 86.7％ 3.3％ 0.0％ 100.0％

大項目評価（進捗状況）
　　各学科や常設委員会を中心に、教育研究や学生の確保・支援、地域貢献等に関する問題点を明確化することに努め、それらの問題点
　に主体的かつ積極的に取り組んだ。時間的な制約のなか十分達成できない計画も散見されるものの、教職員の綿密な連携体制のもと、

　概ね計画は達成されたものと思われる。
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中期計画 自己評価

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　運営体制の改善に関する目標

ア ・

イ

２　教育研究組織の改善に関する目標

ア

イ ①

②

ウ

年度計画 業務の実績

運営体制を効率的なものとするため
に、理事長のリーダーシップのも
と、学内の委員会を不断に検証し、
機能性を高めるための改善を必要に
応じて行う。

・全学的な運営体制の構築を行うため、定期的な検討の機
会を設け、問題点の把握に努めるとともに、全学的運営
体制について教育研究審議会及び経営審議会で検討し、
中期目標の実現に向けた学内での検討を活性化させる。

将来計画検討会を設置して、全学的な運営体制の検討を
開始した。

Ｓ

法人の理事や、経営審議会委員及び
教育研究審議会委員について、外部
有識者等を登用し学外の広く斬新な
意見を取り入れるなど、大学運営の
透明性を高める。

教育研究体制の改善・充実を図る。
そのために、外部有識者からの助言
を求めるとともに、科学研究費獲得
や運営交付金の活用などを通して優
れた教育研究を実施するための組織
作りを目指す。
全教職員を対象とした学内アンケー
ト等の実施による教育研究体制を恒
常的にチェックする。

・教育研究体制の向上を図るため、自己評価改善・ＳＤＦ
Ｄ委員会委員を通して各学科の教育研究体制が適切であ
るかどうかを自己点検して改善点を摘出するとともに、
長期研修システムの実現をめざす。 Ｓ

大学評価・学位授与機構等の外部評
価機関による認証評価を受けること
により、教育研究組織の改善を一層
進める。

長期研修システムについては、自己評価改善・SDFD委員
会でサバティカル規程を立案し制定した。

各学科の教育研究体制が適切であるかどうかについて
は、後期、自己評価改善・SDFD委員会委員を通して、意
見を聴取した。その結果、現状で適切であることを確認
した。

大項目 第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標

中期目標

１　運営体制の改善に関する目標
　　理事長のリーダーシップのもと、法人の機動的、効率的な運営体制を構築するとともに、学外の有識者及び専門家を積極的に任用し幅広い意見を求め、開かれた大学運営を図る。
２　教育研究組織の改善に関する目標
　　教育研究の進歩や社会の変化等に的確に対応した優れた教育研究を実施するため、教育研究組織の継続的な点検、見直しを進める。
３　人事の適正化に関する目標
　（１）人材の確保
　　　大学の教育研究の活性化を図るため、大学の特性を考慮した任期制の導入等、公立大学法人の特徴を生かした人事制度を構築し、教育研究の質の向上に資する優れた教員を
　　継続的に確保する。
　（２）業績評価制度の構築
　　　教員組織の活性化、教育研究の質の向上を図るため、教育活動、研究活動、地域貢献等多様な分野の評価を適正に行い、その評価結果を処遇に反映させる仕組みを構築する。
４　事務等の効率化、合理化に関する目標
　　　法人の事務の効率的、合理的な執行のため、事務処理の簡素化、外部委託の活用を含めた事務組織及び業務の継続的な見直しを進める。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

３　人事の適正化に関する目標

(1) 人材の確保

ア

イ

ウ

エ

オ

(2) 業績評価制度の構築

ア

イ ・

ウ

４　事務等の効率化・合理化に関する目標

ア

Ａ

公募要項及び公募用書類を精査し、その内容を整理し
た。

・規程類や業務方法の随時見直しと改善を行いながら、事
務組織の継続的な見直しを行う。

日常業務の遂行に合わせて、必要な見直しを随時行い、
必要な規定類や業務方法等の改善を行った。

Ａ

Ａ

学科の特性に配慮しつつ公募要件の
基準を明確化し、水準の高い教育研
究に資する専門性の高い優れた教育
職員を確保することに努める。

・

大学の教育力を更に高めるために、
教員の男女比に常に留意し、女性の
登用に努め、外国人教員の増加など
多彩な人材の確保に努める。

平成23年に導入予定の任期制につい
ては、本学の特性及び学科・担当科
目・職階等の特性を十分に検討し、
柔軟に運用することによって優れた
人材の確保に努める。

より適切な公募制度を構築するため、具体案を策定し、
総務会で協議し、公募要件の精査を行い、優れた教員確
保に努める。

研修制度を保証し、教員の研究力増
強を目指す。
優れた教員を安定して確保できるよ
うにするため、教員の待遇改善に努
める。

教員の業績について、教育活動、研
究活動等一定分野ごと適正に評価す
る仕組みを検討、試行のうえ、平成
23年度までに適切な業績評価制度を
構築する。
また、その評価結果を教員の処遇等
に反映させる仕組みを検討し、構築
する。

法人及び大学の事務組織は、専門的
な集団としてその機能を果たすこと
が必要であり、特に、学生募集、教
務などの大学特有の事務に加え、人
事・財務等の事務処理が法人内で完
結しなければならないことから、こ
れらの事務に精通した組織であるか
を不断に検証し、必要に応じて改善
を加える。

・事務組織の改革案について、より効率的な事務組織の構
築を目指して教員も交えて討議し、自己評価改善・ＳＤ
ＦＤ委員会委員を通して各学科から事務局組織の改善点
を指摘してもらい、それらを精査して改善に資する。

本学事務局組織の改善について、後期に自己評価改善・
SDFD委員会委員を通して意見を聴取した。その結果、昨
年同様、附属図書館に専任の司書を置くこと以外は、現
状で適切であることを確認した。

Ａ

大学業務に精通した専門性の高い事
務職員の確保、養成に努めるととも
に、適切な評価制度を構築する。

・ＳＤ活動により、本学教職員の諸能力の向上を図るた
め、ハラスメント防止講習会、ＡＥＤ救急救命研修のほ
か、その他の研修内容についても検討し、各種のＦＤ活
動を実施する。

ハラスメント防止講習会については、６月２８日にハラ
スメント対策委員会との共催で、SDFD研修会として実施
した。AED研修会については、１１月２２日に実施し
た。

より適切な昇任制度の確立を目指し、総務会において全
学の職階についての検討を行い、昇任人事について全学
の実態を調査し、問題点があれば改善する。

学長のリーダーシップによる透明
性・公平性が確保された選考方法を
一層充実させ、教職員の昇任を適正
に行う。

・
検討の結果、現状の昇任制度は適切であることを確認し
た。今後も継続して検討を行い、適正な昇任制度の維
持・改善に努めることを確認した。

Ａ
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

イ

ウ ・経費節減を図るため、アウトソーシング適合業務の有無
について点検、検討を行い、該当業務のアウトソーシン
グを検討する。

アウトソーシングに適合する業務は現段階では見当たら
ないが、引き続き適合業務の点検、検討を行う。 Ａ

専門業務や定型業務等、外部委託
（アウトソーシング）が可能な業務
については、費用対効果による妥当
性等を踏まえその活用を進める。

事務の内容について定期的に点検を
実施し、事務の整理統廃合を進める
とともに、事務処理の電子化を推進
し、事務の簡素化・合理化に努め
る。

・学内情報ネットワークを更に有効活用し、事務の簡素
化・合理化に努め、学内における情報の共有化、情報伝
達の迅速化を図る。

学内情報ネットワークを活用しての情報の共有化・情報
伝達の迅速化は実施した。

Ａ

【大項目別評価】第３　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
評　　価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計

小項目別評価の結果 個　　数 2 7 0 0 9
構成割合 22.2％ 77.8％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

大項目評価（進捗状況）
　　運営体制や組織について、実情に即した検討・検証を行い、サバティカル規程を作成するなど、一定の成果が見られた。また、各種
　ＳＤ研修を実施し、大学教職員としての多様な資質能力の向上に努めた。
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中期計画 自己評価

第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　自己収入の増加に関する目標

(1) 外部研究資金の獲得

ア ・

イ

(2) その他自己収入の確保

　ア

イ

ウ ・ ①

② 同窓会費納入事務の代行により手数料収入を確保した。

２　経費の効率化に関する目標

ア ①

② ２月にＡ号館暖房システム改修工事を実施した。
③ 契約の方式・内容の見直しを行い、経費の削減に努め

た。

イ

大学施設の有料開放は、施設の老朽化の問題、施設管理
上の問題から現実的には困難と思われる。

Ａ

外部資金獲得の拡充等を戦略的に推進している「山形大
学研究プロジェクト推進室」に文部科学省から出向して
いる教授を講師に招いて資金獲得のためのノウハウを学
ぶ研修会を開催した。

Ａ

Ａ

省エネ・リサイクルに関する研修会を２月に実施し、職
員の意識高揚を図った。

省エネルギー対策、リサイクル利用
等について学内の意思疎通、職員の
意識高揚を図り、経費の節減に努め
る。

・経費の節減に努めるため、研修会の開催による職員の意
識高揚を図るとともに、Ａ号館暖房システム改修工事の
実施や大学、学寮の燃料購入契約一本化の継続実施によ
り、省エネ、リサイクル対策を実施する。

物品備品の購入方法や契約方法の見
直しにより経費の削減方策を検討す
る。

大項目 第４　財務内容の改善に関する目標

中期目標

１　自己収入の確保に関する目標
　（１）外部研究資金の獲得
　　　大学の研究水準の向上を図るため、外部研究資金の積極的な獲得に努める。
　（２）その他自己収入の確保
　　　教育の質の向上と大学の円滑な運営を図るため、授業料、入学料、入学考査料等の自己収入の確保とその増加に努める。
２　経費の効率化に関する目標
　　大学の教育研究の質の向上を図りつつ、法人の業務全般について継続的な見直しを行い、より効率的な運営により経費の節減に努める。
３　資産の運用管理の改善に関する目標
　　法人の健全な運営を確保するため、経営的視点に立ち資産の効果的、効率的な管理及び活用を図る。

外部研究資金の申請件数を、過去6年
間の平均件数の1.5倍とするよう努力
する。

大学の研究水準の維持、向上を図る
ため、科学研究費補助金等の競争的
資金や共同研究、受託研究などによ
る外部研究資金を確実に獲得できる
よう助成制度の仕組みや申請方法に
ついての研修会を開催し、全学的に
資金獲得体制を構築する。

・教員と学外協力者で行う共同研究で外部資金獲得を目指
し、実績のある他大学等から講師を招いて資金獲得のた
めのノウハウを学ぶ機会を設けることにより、外部資金
導入を目指す基礎的研究に積極的に支援する。

年度計画 業務の実績

大学の財政基盤安定のため、授業
料、入学料、入学考査料の安定的な
確保を図る。
大学施設を有効活用するため、教育
研究に支障のない範囲で、地域に有
料で開放する仕組みを整備する。
多様な収入の確保について、経営審
議会を中心に全般的な検討を行う。

収入の確保に努めるため、大学施設の有料開放に向けた
検討を行うとともに同窓会にも協力を求め、多様な収入
の確保について研究・検討に着手する。
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中期計画 自己評価年度計画 業務の実績

３　資産の運用管理の改善に関する目標

ア

イ ・

大学の施設設備について教育研究上
の支障が出ない範囲で地域に開放し
有効活用を図る。

・

授業料等学生納付金、運営交付金や
研究資金等についての管理規程を策
定し、適正に管理するとともに運用
に当たっては、安全かつ効果的に行
う。

・資金の安全かつ効果的運用に努めるため、資金の状況把
握と運用計画を策定することにより、余裕資金の運用に
よる収入の増加を図る。

平成２１年度、２２年度の資金需要の状況把握に努め、
資金管理方針案並びに運用計画案を作成した。 Ａ

【大項目別評価】第４　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
評　　価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計

小項目別評価の結果 個　　数 0 4 0 0 4
構成割合 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

大項目評価（進捗状況）
　　自己収入の増加については、外部資金の確保に向けて、実績のある他大学から講師を招き研修を実施するなど、一定の取り組みを行っ
　た。経費の効率化については、省エネ・リサイクル対策について研修会を実施したり、契約方法の見直し等により経費の削減に努めた。
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中期計画 自己評価

第５　自己点検、評価及び情報の提供等に関する目標を達成するためにとるべき措置

１　評価の充実に関する目標

ア ・

イ

２　情報公開の推進に関する目標

　  ア ・

イ ・

ウ ・情報公開・個人情報保護制度を適切に運用するため、県
主催の研修会等に積極的に参加するとともに、学内の会
議やメールを活用し、機会を捉え制度内容の周知に努め
ることにより、情報公開規程、個人情報保護規程を学内
に周知する。

・ ６月７日開催の県主催による情報公開・個人情報保護制
度研修会に参加。資料を学内ＬＡＮ（ＤＡＶＩＮＣＩ）
で周知した。 Ａ

業務の実績

公表している。
Ａ

大学の教育研究水準の維持、向上を
図るため、組織的な地域貢献など、
本学のあらゆる側面を網羅した総合
的な自己点検・評価と改善・改革の
作業に取り組む。

・自己点検評価により改革のための問題点を把握するた
め、自己評価改善・ＳＤＦＤ委員会委員を通して各学科
や全学における自己点検・自己評価上の問題点を摘出す
ることにより、従来実施した自己点検・自己評価の問題
点を検討する。

自己点検・自己評価上の問題点については、後期に自己
評価改善・SDFD委員会委員を通して、各学科に意見を聴
取した。その結果、当面、現状で適切であることを確認
した。

大項目 第５　自己点検、評価及び情報の提供に関する目標

中期目標

１　評価の充実に関する目標
　　大学の教育研究の質の向上を図るため、法人、大学の諸活動について多面的な自己点検、評価を行いその結果を公表するとともに、教育研究活動や法人の業務運営の改善に
　活用する仕組みを確立する。
２　情報公開の推進に関する目標
　　公的資金を基盤として運営される公立大学法人として運営の透明性を高め、社会に対する説明責任を果たすため、教育研究及び組織運営の状況に関する情報を積極的に公開する。

情報公開制度及び個人情報保護制度
に関し、県条例に基づき諸規定を整
備し適切に運用する。

大学の特色や魅力を広く内外に発信
するため、大学ＨＰや大学案内など
の情報発信媒体の充実及び有効活用
を図るとともに、多様な機会を通じ
て広報の強化を図る。

・本学紹介ビデオの活用など本学の魅力・特色をアピール
するとともに、入学志願者の増加及び優秀な学生の確保
に資する大学案内の作成、ホームページでの本学の教
育・研究・地域貢献等の情報の適時適切な発信など、本
学の魅力を適切に発信し、広報活動の強化を図る。（再
掲）

大学案内の内容を精査するとともに、ホームページで適
時適切に情報を発信し、本学の魅力・特色のＰＲに努め
た。 Ａ

Ａ

自己改善が適正に行われるよう、改
善の実態を定期的に点検する機関を
設置する。

大学運営の透明性を高めるため、財
務状況や大学の目標・計画・外部評
価の結果を積極的に公開する。

・大学運営の透明性を確保するため、ホームページ上で、
財務諸表、中期目標、中期計画、年度計画、外部評価結
果等の法人情報を公表する。

年度計画

【大項目別評価】第５　自己点検、評価及び情報の提供等に関する目標を達成するためにとるべき措置
評　　価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計

小項目別評価の結果 個　　数 0 4 0 0 4
構成割合 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

大項目評価（進捗状況）
　　自己点検・自己評価の問題点について各学科へのヒアリングをもとに検討を行い、情報公開や個人情報保護に関する規程整備や意識
　統一を図るとともに、ホームページに法人情報枠を設け積極的に公開した。
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中期計画 自己評価

第６　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１　安全管理に関する目標

ア ・ ① 衛生委員会は、年５回開催。

イ学内施設・設備及び大学周辺の防犯
対策の状況を適時点検し、事故犯罪
による被害の未然防止に努める。

ウ ② 事故、災害等の発生に備えた危機管理マニュアルの点検
を行い、教職員に配布した。

③ １１月１２日に学生部と連携し、避難訓練を実施した。

Ａ

大項目 第６　その他業務運営に関する目標

中期目標
１　安全管理に関する目標
　　大学の学内における事故、犯罪及び災害による被害の発生を未然に防止し、安全、安心な教区研究環境を維持するため、安全衛生管理体制と防犯、防災対策の強化を図る。

労働安全衛生法等関係法令に基づき
諸規定を整備し、安全衛生管理体制
の充実を図る。

事故・災害等の発生に備えた危機管
理マニュアルの再点検・整備を進め
るとともに有事を想定した実践的な
訓練を行う。

年度計画 業務の実績

安全・安心な教育研究環境を維持するため、衛生委員会
を定期的に開催し委員会活動を充実させるとともに、事
故・災害等の発生に備えた危機管理マニュアルの点検を
行うほか、学生部と連携して学生の安全確保の方策を検
討することにより、職場の安全の確保と大学周辺での犯
罪を防止する。

【大項目別評価】第６　その他の業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
評　　価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 計

小項目別評価の結果 個　　数 0 1 0 0 1
構成割合 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

大項目評価（進捗状況）
　　危機管理マニュアルを整備し、避難訓練を実施するなど学生の安全確保の充実を図った。　　
　安全衛生管理体制の充実にも留意し、衛生委員会の開催回数の増加に努めた。
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Ⅳ　その他の状況

中期目標 年度計画 業務の実績

第７　予算（人件費の見積を含む）、収支計画及び資金計画
１　予算（平成21年度～平成26年度） １　予算（平成22年度） １　決算（平成22年度）

（単位：百万円） （単位：千円） （単位：千円）
区分 金額 区分 予算額 区分 決算額 増減

収入 収入 収入
運営費交付金 2,373 運営費交付金 370,390 運営費交付金 369,842 △548
自己収入 1,889 補助金等収入 0 補助金等収入 0 0

授業料等収入 1,757 自己収入 339,161 自己収入 361,718 22,557
その他の収入 132 授業料等収入 323,982 授業料等収入 330,270 6,288

受託研究等収入 4 その他の収入 15,179 その他の収入 31,448 16,269
計 4,266 受託研究等収入 11,151 受託研究等収入 9,677 △1,474
支出 前年度より繰越 2,000 前年度より繰越 1,930 △70

業務費 3,661 計 722,702 計 743,167 20,465
教育研究経費 370 支出 支出
人件費 3,291 業務費 615,363 業務費 654,175 38,812

一般管理費 601 教育研究経費 85,045 教育研究経費 119,256 34,211
受託研究等経費 4 人件費 530,318 人件費 534,919 4,601

計 4,266 一般管理費 97,199 一般管理費 55,146 △42,053
　運営費交付金は一定の仮定の下に試算したも 受託研究等経費 10,140 受託研究等経費 9,489 △651
のであり、各事業年度の運営費交付金について 計 722,702 計 718,810 △3,892
は、予算編成過程において決定される。

【人件費の見積り】
　中期目標期間中総額３，２９１百万円を支出
する。
　人件費の見積りについては、平成20年度の定
数を基準として毎事業年度（平成21年度から平
成26年度まで）の役員及び職員の人件費を算定
している。
　退職手当については、山形県職員退職手当支
給条例を基準として算定する。

【運営費交付金の算定方法】
　平成21年度から平成26年度までの毎事業年度
の運営費交付金は、次の算式により算定した。
運営費交付金＝（①＋②＋③＋④）－⑤

①　人件費
　上記人件費の見積りのとおり

②　教育研究経費
　平成21年度の所要額を積算（新たに発生する
経費を含む。）し、毎事業年度 1.5% 程度の経
費削減を見込んで算定

③　一般管理費
　平成21年度の所要額を積算（新たに発生する
経費を含む。）し、毎事業年度 1.5% 程度の経
費削減を見込んで算定

④　特別経費
　中期計画を基準に各事業年度の事業実態に応
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中期目標 年度計画 業務の実績

じて個別に所要額を算定
⑤　自己収入

　授業料及び入学料については定員で積算し、
その他の収入については過去の実績を参考にし
て算定

２　収支計画（平成21年度～平成26年度） ２　収支計画（平成22年度） ２　収支計画（平成22年度）
（単位：百万円） （単位：千円） （単位：千円）

区分 金額 区分 予算額 区分 決算額 増減
費用の部 4,266 費用の部 723,997 費用の部 730,750 6,753

業務費 3,665 業務費 604,514 業務費 656,203 51,689
教育研究経費 370 教育研究経費 64,056 教育研究経費 111,795 47,739
受託研究費等 4 受託研究費等 10,140 受託研究費等 9,489 △651
人件費 3,291 人件費 530,318 人件費 534,919 4,601

一般管理費 601 一般管理費 97,199 一般管理費 51,820 △45,379
その他費用 0 その他費用 824 その他費用 1,058 234
減価償却費 0 減価償却費 21,460 減価償却費 21,669 209

収入の部 4,266 収入の部 723,997 収入の部 752,903 28,906
運営費交付金収益 2,373 運営費交付金収益 370,390 運営費交付金収益 364,185 △6,205
授業料収益 1,317 補助金等収益 0 補助金等収益 0 0
入学金収益 365 授業料収益 243,634 授業料収益 261,897 18,263
入学考査料収益 75 入学金収益 68,180 入学金収益 74,340 6,160
受託研究等収益 4 入学考査料収益 12,168 入学考査料収益 12,168 0
その他の収益 132 受託研究等収益 11,151 受託研究等収益 9,677 △1,474
資産見返物品等受贈額戻入 0 その他の収益 15,179 その他の収益 26,434 11,255

資産見返物品等受贈額戻入 1,295 資産見返物品等受贈額戻入 2,272 977
目的積立金取崩益 2,000 目的積立金取崩益 1,930 △70

３　資金計画（平成21年度～平成26年度） ３　資金計画（平成22年度） ３　資金計画（平成22年度）
（単位：百万円） （単位：千円） （単位：千円）

区分 金額 区分 予算額 区分 決算額 増減
資金支出 4,266 資金支出 722,702 資金支出 813,107 90,405

業務活動による支出 4,266 業務活動による支出 722,702 業務活動による支出 714,438 △8,264
投資活動による支出 0 投資活動による支出 0 投資活動による支出 12,516 12,516
財務活動による支出 0 財務活動による支出 0 財務活動による支出 20,073 20,073
次期中期計画期間への繰越金 0 次期中期計画期間への繰越金 0 次期中期計画期間への繰越金 66,080 66,080

資金収入 4,266 資金収入 722,702 資金収入 813,107 90,405
業務活動による収入 4,266 業務活動による収入 720,702 業務活動による収入 736,272 15,570

運営費交付金による収入 2,373 運営費交付金による収入 370,390 運営費交付金による収入 369,842 △548
授業料等による収入 1,757 補助金等による収入 0 補助金等による収入 0 0
受託研究等による収入 4 授業料等による収入 323,982 授業料等による収入 330,270 6,288
その他の収入 132 受託研究等による収入 11,151 受託研究等による収入 9,331 △1,820

投資活動による収入 0 その他の収入 15,179 その他の収入 26,829 11,650
施設等整備による収入 0 投資活動による収入 0 投資活動による収入 0 0

財務活動による収入 0 施設等整備による収入 0 施設等整備による収入 0 0
前期中期計画期間よりの繰越金 0 財務活動による収入 0 財務活動による収入 0 0

前期中期計画期間よりの繰越金 2,000 前期中期計画期間よりの繰越金 76,835 74,835
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中期目標 年度計画 業務の実績

第８　短期借入金の限度額
１　短期借入金の限度額 １　短期借入金の限度額 １　短期借入金の限度額

　１億円（事業年度の年間運営費の概ね１月程度） 　１億円（事業年度の年間運営費の概ね１月程度） 　なし

２　想定される理由 ２　想定される理由
　運営費交付金の受入遅延及び自己の発生等によ 　運営費交付金の受入遅延及び事故の発生等によ
り緊急に必要となる対策費 り緊急に必要となる対策費

第９　重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

なし なし

第１０　剰余金の使途
　決算において剰余金が発生した場合は、教育研 　決算において剰余金が発生した場合は、教育研
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

第１１　山形県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則で定める業務運営に関する事項
１　施設及び設備に関する計画 １　施設及び設備に関する計画 １　施設及び設備に関する計画

　なし 　なし 　なし
(注)　中期目標を達成するために必要な業務の実 (注)　中期目標を達成するために必要な業務の実

施状況を勘案した施設・設備の整備や老朽度 施状況を勘案した施設・設備の整備や老朽度
合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ 合等を勘案した施設・設備の改修等が追加さ
れることがある。 れることがある。

２　人事に関する計画 ２　人事に関する計画 ２　人事に関する計画
　第３の３「人事の適正化に関する目標を達成す 　第３の３「人事の適正化に関する目標を達成す 　第３の３「人事の適正化に関する目標を達成す
るための措置」に記載のとおり るための措置」に記載のとおり るための措置」に記載のとおり

３　積立金の使途 ３　積立金の使途 ３　積立金の使途
　なし 　なし 　なし平成21年度の積立金の使途としては、その一部を、就職

支援対策員の人件費1,930千円に充当した。

４　その他法人の業務運営に関し必要な事項 ４　その他法人の業務運営に関し必要な事項 ４　その他法人の業務運営に関し必要な事項
　なし 　なし 　なし
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